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伐採・せん定が必要な箇所

建築限界の範囲
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〇参考法令（抜粋） 

〇道路法 

（道路に関する禁止行為） 

第 43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす

虞（おそれ）のある行為をすること。 

 

〇道路構造令 

第１２条 建築限界は、車道にあつては第１図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道（以下「自

転車道等」という。）にあつては第２図に示すところによるものとする。 

 第１図（略） 車道 高さ４．５メートル 

 第２図（略） 歩道及び自転車道 高さ２．５メートル 


